
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成 24 年 4 月 2 日

（契約責任者）中日本高速道路株式会社

名古屋支社長 猪熊 康夫

1 工事概要

（1）工事名 舞鶴若狭自動車道 三方 IC～敦賀 JCT 間受配電自家発電設備工事

（電子入札（郵送入札）対象案件）

（2）工事場所 自）福井県三方上中郡若狭町

至）福井県敦賀市高野

（3）工事内容 本工事は、舞鶴若狭自動車道 小浜 IC～敦賀 JCT 間の新規供用にむけて、三方

IC～敦賀 JCT 間の受配電自家発電設備の設置を行うものである。

（4）工事概算数量

施設名 設備 規模等 数量 備 考

矢筈山ＴＮ

受配電設備 300KVA 1 照明用(引込工事含む)

受配電設備 300KVA 1 換気用

受配電設備 150KVA 1 融雪用(引込工事含む)

自家発電設備 108KVA 1

ＵＰＳ設備 30KVA 1

直流電源設備 20A 1

御岳山ＴＮ

受配電設備 200KVA 1 照明用(引込工事含む)

受配電設備 500KVA 1 融雪用(引込工事含む)

自家発電設備 88KVA 1

ＵＰＳ設備 10KVA 1

直流電源設備 20A 1

美浜ＩＣ

受配電設備 150KVA 1 照明用(引込工事含む)

受配電設備 150KVA 1 融雪用(引込工事含む)

自家発電設備 114KVA 1

ＵＰＳ設備 7.5KVA 1

直流電源設備 20A 1

野坂岳ＴＮ

受配電設備 200KVA 1 照明用(引込工事含む)

受配電設備 300KVA 1 換気用

受配電設備 500KVA 1 融雪用(引込工事含む)

自家発電設備 114KVA 1

ＵＰＳ設備 30KVA 1

直流電源設備 20A 1

岩籠山ＴＮ

受配電設備 200KVA 1 照明用(引込工事含む)

受配電設備 200KVA 1 換気用

受配電設備 150KVA 1 融雪用(引込工事含む)

自家発電設備 111KVA 1

ＵＰＳ設備 20KVA 1

直流電源設備 20A 1

中郷ＴＮ

受配電設備 200KVA 1 照明用(引込工事含む)

受配電設備 1000KVA 1 融雪用(引込工事含む)

自家発電設備 84KVA 1

ＵＰＳ設備 15KVA 1

直流電源設備 20A 1

敦賀ＪＣＴ

受配電設備 75KVA 1 照明用(引込工事含む)

受配電設備 1500KVA 1 融雪用(引込工事含む)

自家発電設備 36KVA 1

ＵＰＳ設備 10KVA 1

直流電源設備 20A 1



（5）工期 契約締結の翌日から７５０日間

（6）本工事は、すべての入札参加者から工事費内訳書の提出を求める工事である。

（7）本工事は、入札時にあらかじめ指定する範囲についての工事目的物の機能、性能等を低下させず

にコストを低減する提案（以下「技術提案という。」）を求める工事である。

（8）本工事は、入札時に技術資料作成要領の設計図書に参考として示した図面及び仕様書（以下「標

準案」という。）において、あらかじめ指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設備

計画に関する提案（以下「技術提案」という。)及び総合評価提案資料を求め、価格と価格以外の要

素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（機器型）の適用工事である。

（9）本工事は、落札者の提示した価格が妥当であることについて確認するための協議（以下「確認協

議」という。）を実施し、確認協議に基づく価格で契約するものとする。

（10）本工事は、現地施工にかかる費用のみを低入札調査の対象とする工事である。

（11）本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームペ

ージに掲載の電子入札（郵送入札）運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいもの

は、電子入札（郵送入札）運用マニュアルに基づき、契約責任者に紙入札方式参加届出書（様式１）

を提出して郵送による紙入札方式によることができる。

2 競争参加資格

当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、か

つ、名古屋支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。

（1）「中日本高速道路株式会社契約規則」（中日本高速道路株式会社規程第 25 号）第 11 条の規定に

該当しない者であること。

（2）「平成 23・24 年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、「受配電設備工事」

に登録されている者であること。（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者については、手続き開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事

競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。）

（3）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ き再生手

続開始の申立てがなされている者（記 2（2）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（4）施工実績

平成 13 年度以降に元請けとしてしゅん功した次の工事の施工実績を有すること。ただし、施工実

績が中日本高速道路株式会社が発注し、しゅん功した工事（旧日本道路公団（以下「旧ＪＨ」とい

う。）が発注し、平成 13 年度以降にしゅん功した工事を含む。）である場合にあっては、請負工事

等成績評定要領第 3 条第 3 項に規定する評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が 65

点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律（平成

12 年 11 月 27 日法律第 127 号）第 2 条第 1 項の政令で定める法人（以下、「他の機関」という。）

が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競

争入札において施工実績として認めていないものを除く。



なお、提出できる施工実績は１件とする。（特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の

構成員としての施工実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。異工種の特定建設工事共同

企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協

定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。）

次の工事の施工実績を有すること。

求める施工実績

複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧６．６ＫＶ以上で主変圧器容量７００

ＫＶＡ以上の停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に切替える機能及び遠

方監視制御のための外部入出力機能を有する受配電設備について、下記①から③

に示す全てを実施した工事

①機器の製作（製造委託含む）

②機器の設置

③試験調整

(5)配置予定の技術者等

次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、経験

が中日本高速道路株式会社が発注し、しゅん功した工事（旧ＪＨが発注し、平成 13 年度以降にしゅ

ん功した工事を含む。）である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のもの並びに国、地方公共

団体及び他の機関が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるた

めに当該機関の競争入札において経験として認めていないものを除く。

なお、自社において工場製作を行う場合、工場製作期間における主任（監理）技術者は、建設業

法に基づき専任を要しないものとし、別に配置することができる。ただし、工事現場着手後はこの

限りでない。（工事現場が稼動している期間は、平成２４年１１月から平成２６年６月までを予定）

①主任（監理）技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常

的雇用関係とは、技術資料提出日以前に 3 ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。

②監理技術者にあっては、技術資料の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者であること。

③主任（監理）技術者が当該工事に対応する建設業法の許可業種（電気工事業）に係る資格を有する

こと。

④主任（監理）技術者は、平成 13 年度以降に元請としてしゅん功した次に掲げる（イ）の工事経験

を有すること。なお、主任（監理）技術者が工事経験を満足しない場合は、工事経験を満足する

現場代理人を別に配置しなければならない。

⑤自社において工場製作期間に別に配置する主任（監理）技術者は、（イ）又は（ロ）のいずれか

の工事経験を有すること。なお、主任（監理）技術者が工事経験を満足しない場合は、工事経験

を満足する現場代理人を別に配置しなければならない。

（イ）又は（ロ）に対して提出できる工事経験は１名につき各々１件とする。さらに、同一の工

事で（イ）、（ロ）の工事経験を有する必要はない。（特定建設工事共同企業体及び経常建設共

同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。異工種の特定

建設共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。こ

の場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。）



次の工事経験を有すること。

求める工事経験

（イ）機器の設置及び試験調整を実施した工事

複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧６．６ＫＶ以上で主変圧器

容量３００ＫＶＡ以上の停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に

切替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能を有する受配電

設備について、機器の設置及び試験調整を実施した工事。

（ロ）製作実績

複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧６．６ＫＶ以上で主変圧器

容量３００ＫＶＡ以上の停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に

切替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能を有する受配電

設備の製作実績。

（6）主要設置予定機器等評価

①当該工事における主要機器の製造予定業者は、平成 13 年度以降に下記に示す主要機器又は同種機

器の納入実績を有すること。

主要機器 「標準仕様書集 中日本高速道路株式会社」による受配電設備

同種機器

複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧６．６ＫＶ以上で主

変圧器容量７００ＫＶＡ以上の停電時に一部の負荷設備を自動

的に発電設備に切替える機能及び遠方監視制御のための外部入

出力機能を有する受配電設備

②当該工事の主要機器における保守技術支援体制が有ること。

主要機器の故障、システムの機能障害時等において、中日本高速道路株式会社からの連絡を受け

て組織的な対応が可能で、２４時間体制で迅速な修理及び復旧に必要な技術的助言、必要部品の

手配等の支援を行う体制を有すること。

（7）競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中

日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域１」において、

資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登

録停止を受けていないこと。

（8）当該工種について、ＮＥＸＣＯ 中日本 での過去 2 年間（平成 21・22 年度）における各年度の工

事成績の平均点が 2年連続 65点未満でないこと。 ただし、各年度の実績がない場合は 65点とす

る。

（9）1.(1)に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面において関連

がある建設業者でないこと。

（10）警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公

共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。



3 技術提案に関する事項

（1）技術提案の仕組み

本工事は、入札時に、あらかじめ指定する工事目的物の機能、性能等を低下させずにイニシャル

コストを低減する提案を入札参加希望者から受け付け、その提案が発注者の事前審査で採用された

場合、当該提案を行った入札参加希望者はその提案を基に入札することができる方式とする。

なお、本工事で指定する工事目的物は工事材料及び製作する機器とし、具体な内容は技術資料作

成要領に参考として示した図面及び仕様書（以下「標準案」という。）によるものとする。

（2）技術提案資料

指定する工事目的物は工事材料及び製作する機器とし、標準案によるものとする。

本工事を標準案と比較して経済的であり、且つ標準案と同等以上の機能､性能等を有する工事材料

及び機器で施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案資料を提出すること。なお、技術

提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思があるときは、技術提案資料に

おいてその意思を表示すること。また、技術提案を提出せずに標準案に基づいて施工しようとする

場合には、技術提案資料にその旨記載し提出すること。

（3）技術提案の採否

技術提案の採否については、提案された工事材料及び機器の機能、性能等を総合的に評価して行

うものとし、その審査結果は競争参加資格確認結果にあわせて通知する。なお、競争参加資格確認

結果の通知において、技術提案による競争参加資格確認を認められた者は、当該提案に基づく入札

を行い、技術提案による競争参加資格確認を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うこ

とを条件とし、これに違反した入札は無効とする。

4 総合評価落札方式に関する事項

（1）総合評価落札方式の仕組み

本工事の総合評価落札方式は、競争参加資格確認資料の提出に併せて総合評価提案資料を提出し

ていただき、当該資料に記載された技術提案内容の評価による技術評価点と入札書の価格により算

出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。

その概要を以下に示すが、具体の技術的要件及び入札時の評価に関する基準については、技術資

料作成要領による。

（2）評価項目及び評価基準

評価項目
評価基準

大項目 中項目 小項目

工事目的

物の保証

に関する

事項

保証条件等

無償修理保証

期間及び保守

部品の供給保

証期間

標準案に対する無償修理保証期間及び

保守部品の供給保証期間の提案を数値

方式で評価

(標準案：2)

＝（無償修理保証期間(1年)×1）＋（保

守部品の供給保証期間(5年)×0.2）

工事目的

物の性

能・機能に

関する事

項

保守体制

派遣技術者の

常駐場所から

当該機器の保

守拠点までの

派遣に要する

派遣技術者の常駐場所から当該機器の

保守拠点までの派遣に要する時間を数

値方式で評価

(標準案：12ｈ)

※保守拠点



時間 敦賀保全･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

機器等の

維持管理性

向上

機器等の維

持管理性向

上

設計図書に示す機器等の維持管理性向上

に関する下記①～⑦について、具体的提

案を判定方式で評価。(※1)

①予防保全

②定期的交換が必要な機器の部品交換の

簡便性

③機器等の保守性の向上

④障害復旧の簡易化

⑤機器の長寿命化

⑥機器の点検周期の長期間化

⑦保守用品等の追加納入

（提案が無い場合は、「無し」と記載。）

工事目的

物の品質

管理に関

する事項

品質管理体

制

品質管理体

制

工場製作機器、現地施工に対する会社と

しての品質管理について、下記①～⑤ご

とに判定方式で評価。

①組織体制

②検査体制

③アウトソース(製品品質）

④品質管理巡回(現場品質）

⑤トレーサビリティー

社会的要

請への対

応

環境に配慮

した機器の

使用

環境への配

慮

変圧器のエネルギー消費効率を数値方式

で評価

変圧器の変換損失値は、JIS C 4304、JIS

C 4306及びJEC-2200の試験方法で測定

し、エネルギー消費効率を算出する。（対

象となる変圧器は、本工事で使用する一

次高圧変圧器の全てとし、エネルギー消

費効率［全損失〔W〕］の単純合計で評価

する。）

※１技術資料作成要領に示す【提案における制限】を超える提案には、本小項目の全提案に対し

点数を付与しない。

【判定方式】

評価項目の項目別配点は、評価指標により優／良上／良／良下／可を判定し、判定結果に

応じて点数を付与する。

【数値方式】

評価項目別の項目配点は、指定する評価数値により、算出するものとし、最高の評価数値

に満点を付与、標準案は０点とする。また、その他については評価数値に応じ按分した点数

を付与する。

評価指標について

評価 評価指標

優 標準案に比べ、非常に優れているもの。

良上 良に比べ、やや優れているもの。

良 標準案に比べ、優れているもの。

良下 良に比べ、やや劣るもの。

可 標準案又は標準案と同等であるもの。



（3）評価点の付与方法

評価項目

（中項目）
項目別配点

総合評価点算出用

（配点×0.2）

保証条件等

設計図書に示す標準案に対して、最高の評

価数値を提案した者を 20 点、標準案を 0

点とし、その他の提案については、提案値

に応じ按分した点数（小数第 3 位を四捨五

入し小数第 2 位とする）を付与する。

最高 4 点～標準 0 点

保守体制

設計図書に示す標準案に対して、最高の評

価数値を提案した者を 10 点、標準案を 0

点とし、その他の提案については、提案値

に応じ按分した点数（小数第３位を四捨五

入し小数第２位とする）を付与する。

最高 2 点～標準 0 点

機器等の維

持管理性向

上

優 20 点、良上 15 点、良 10 点、良下 5 点、

可 0 点

優 4 点、良上 3 点、

良 2 点、良下 1 点、可

0 点

品質管理体

制

優 20 点、良上 15 点、良 10 点、良下 5 点、

可 0 点

優 4 点、良上 3 点、

良 2 点、良下 1 点、可

0 点

環境配慮を

した機器の

使用

設計図書に示す標準案に対して、最高の評

価数値を提案した者を 30 点、標準案を 0

点とし、その他の提案については、提案値

に応じ按分した点数（小数第 3 位を四捨五

入し小数第 2 位とする）を付与する。

最高 6 点～標準 0 点

（4）落札者の決定方法

総合評価提案資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格

の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に 0.5 を乗じた値とを加算した総合評価

点の最も高い者を落札者とする。

総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。

①総合評価点：(技術評価点×α)＋(価格評価点×0.5)

αは「0.2」とする。

②技術評価点：各評価項目における項目別配点の合計点(満点 100 点)

③価格評価点：100-200(P/L-X/L)

ここに、P：入札書に記載の価格(入札価格)

L：契約制限価格

X：最低入札価格

（5）（4）において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。

（6）総合評価提案の履行に関する事項

①受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、「故意によるかし」として、その

補修又は損害賠償を請求する。（保証条件等、保守体制）

②受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定

点を最大１０点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置

を講ずる場合がある。（その他の評価項目）。



（7）本工事の総合評価提案資料の提出にあたって、標準案の内容に対し提案した方法で施工しようと

する場合は、その内容を示した総合評価提案資料を提出すること。提案した方法が適正と認められ

ない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合は、総合評価提案資料においてその意思を

表示すること。

（8）総合評価提案の採否

総合評価提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。なお、競争参

加資格確認結果の通知において、提案した方法による競争参加資格を認められた者は、当該提案に

基づく入札を行い、標準案に基づいて施工しようとする者又は提案した方法による競争参加資格を

認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効と

する。

5 入札手続等

（1）担当部局

〒４６０‐０００３ 愛知県名古屋市中区錦２―１８―１９

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 総務企画部 契約チーム

電話 ０５２－２２２－１４４７

（2）技術資料作成要領等の交付期間、場所及び方法

入札参加希望者には、技術資料作成要領、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、

図面、仕様書、単価表（以下「設計図書等」という。）を交付する。

① 交付期間：入札公告日から平成２４年５月７日（月）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎

日午前１０時から午後４時まで。

②交付場所：記（１）に同じ。

③交付方法：設計図書等はＣＤ‐Ｒにより無料で交付する。

（3）申請書等の提出期間、場所及び方法等

入札参加希望者は、技術資料及び技術評価資料、競争参加資格確認申請書（以下「申請書等」と

いう。）を提出するものとする。なお、技術資料及び技術評価資料は、技術資料作成要領に基づき

作成するものとする。

① 提出期間：平成２４年４月２日（月）から平成２４年５月７日（月）までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日午前１０時から午後４時まで。

② 提出方法：記（１）に郵送すること。なお、郵送方法は、電子入札（郵送入札）運用マニュア

ル８－３による。

（4）開札（入札執行）の日時及び場所

① 電子入札による入札の締め切り

平成２４年６月２２日（金）１６時００分

② 郵送による入札書の提出期限（紙入札参加の届出を行った場合、書留郵便に限る）

平成２４年６月２２日（金）１６時００分

③ 開札日時 : 平成２４年６月２５日（月）１０時００分

④ 開札場所 ： 記（1）の中日本高速道路株式会社 名古屋支社 ８階入札室



6 その他

（1）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（2）入札保証金及び契約保証金

①入札保証金 免除。

②契約保証金 納付。

ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除する。

（3）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入

札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。

また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審

査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場

合がある。

なお、無効の入札を行なった者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。

（4）落札者の決定方法

落札者となるべき者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も評価値が高い者を落札

予定者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。ただし、落札者と

なるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ

れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。

（5）落札決定の取り消し等

申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高

速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。

また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資

格登録停止を行うことがある。

（6）配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、

契約を結ばないことがある。

なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、

技術資料の記載内容の変更は認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者

を変更する場合は、記２（５）に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上であ

ると発注者が承認した者を配置しなければならない。

（7）低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の 10分の 3 以上と

するとともに、前払金の額を請負代金額の 10 分の 2 以内とする。

なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。

（8）専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をも

って契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めること

がある（技術資料作成要領参照。）。

（9）申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。



（10）提出された申請書等は、原則として返却しない。

（11）手続における交渉の有無 無

（12）契約書作成の要否 要

（13）当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により

締結する予定の有無 無

（14）不落後の特命契約の有無 無

（15）関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、上記４（１）に同じ。

（16）競争参加資格の認定を受けていない者の参加

記２（２）に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も４（３）により申請書等を提出する

ことができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認

定を受けていなければならない。

（17）詳細は技術資料作成要領による。

（18）本件は、電子契約によることができる。

以 上



別記様式－１

競争参加資格確認申請書

平成 年 月 日

中日本高速道路㈱ 名古屋支社長 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

担当者氏名

電話番号

平成２４年４月２日付けで入札公告のありました舞鶴若狭自動車道 三方 IC～敦賀

JCT 間受配電自家発電設備工事に係る競争に参加する資格について確認されたく、下

記の書類を添えて申請します。

なお、契約を締結する能力を有しない者（未成年者、成年被後見人、被保佐人又は

被補助人。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者を除く。）及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付

書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

１ 技術資料

注 紙入札の場合は返信用封筒として、表に貴社の住所、氏名を記載し、所定の料金の切手を貼った長

3 号封筒を申請書と併せて提出してください。




